
山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
八
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
七
三

山
梨
県
公
報

第
五
百
二
十
八
号

令
和
六
年

十
二
月
二
十
三
日

月　曜　日

目

次

公

告

○
公
共
測
量
の
終
了
（
四
件
）	

四
七
三

○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）	

四
七
三

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
七
四

公
　
　
　
告

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
3
級
基
準
点
測
量
、
4
級
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
北
杜
市
武
川
町

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
六
年
五
月
七
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
五
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
地
内

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
六
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
地
内

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
六
年
八
月
二
十
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
四
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
3
級
基
準
点
測
量
、
4
級
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
北
杜
市
武
川
町
新
奥
地
内

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
六
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
十
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
富
士
・
東
部
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
1
級
G
N
S
S
（
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
法
）
）
地
図
情
報
レ
ベ
ル

5
0
0
・
3
級
基
準
点
網
図

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
大
月
市
の
一
部



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
二
十
八
号
　
　
令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

四
七
四

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
甲
府
市
相
生
一
丁
目
一
番
一
号
　
リ
オ
．
不
動
産
コ

ン
サ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
大
森
　
智

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
六
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
四
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
富
士
・
東
部
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
1
級
G
N
S
S
（
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
法
）
）
地
図
情
報
レ
ベ
ル

5
0
0
・
3
級
基
準
点
網
図

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
南
都
留
郡
忍
野
村
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
十
四
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
甲
州
市
塩
山
下
於
曽
字
八
反
田
千
二
百
三
十
番

五
の
一
部
、
千
二
百
三
十
三
番
の
一
部
、
千
二
百
三
十
五
番
一
、
千
二
百
三
十
五
番
三
か
ら
千
二
百

三
十
五
番
九
ま
で
、
千
二
百
三
十
五
番
十
一
か
ら
千
二
百
三
十
五
番
十
三
ま
で
、
千
二
百
三
十
八
番

一
、
千
二
百
三
十
八
番
五
か
ら
千
二
百
三
十
八
番
八
ま
で
、
千
二
百
三
十
八
番
十
か
ら
千
二
百
三
十

八
番
二
十
三
ま
で
、
千
二
百
四
十
番
一
、
千
二
百
四
十
番
七
か
ら
千
二
百
四
十
番
二
十
一
ま
で
、
千

二
百
四
十
番
二
十
五
、
千
二
百
四
十
番
二
十
七
、
千
二
百
四
十
番
二
十
九
か
ら
千
二
百
四
十
番
三
十

一
ま
で
及
び
千
二
百
四
十
番
三
十
五
並
び
に
道
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
、
水
路
、
公
園

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
東
建
設
事
務
所
及
び
甲
州
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）


